
○草津市民設児童育成クラブ施設整備事業費補助金交付要綱 

平成２６年１２月２６日 

告示第３６８号 

（趣旨） 

第１条 市長は、児童福祉の推進を図るため、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

の放課後児童健全育成事業を実施するための施設を、新たに整備し、または既存施設

を改修する事業に対して、予算の範囲内において草津市民設児童育成クラブ施設整備

事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、

草津市補助金等交付規則（昭和５９年草津市規則第１１号。以下「補助金規則」とい

う。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、児童福祉法、児童福祉法施行令（昭

和２３年政令第７４号）および児童福祉法施行細則（昭和２３年厚生省令第１１号）

および補助金規則の例による。 

（補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付対象となる事業、補助対象経費、補助率および補助基準額は、別

表に定めるとおりとする。 

２ 補助金額は、補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の

額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた

場合は、これを切り捨てるものとする。 

（補助事業者） 

第４条 補助金の交付対象となる事業者は、草津市社会福祉法人等審査会による民設児

童育成クラブ（児童厚生施設）の整備等に係る審議を経て市長が選定した者であって

次に掲げるものとする。 

(1) 社会福祉法人 

(2) 公益社団法人 

(3) 公益財団法人 

(4) 一般社団法人 

(5) 一般財団法人 



(6) 学校法人 

(7) 特定非営利活動法人 

(8) 営利を目的としない団体 

(9) 株式会社 

(10) 有限会社 

（交付申請書の添付書類） 

第５条 補助金規則第３条第１項の補助金等交付申請書に添付する同条第１項第４号

のその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。 

(1) 草津市施設整備事業計画書（別記様式第１号） 

(2) 建設予定の建物の配置図 

(3) 建物の平面図 

(4) 部屋別の室名、用途および面積が記載された書類 

(5) 備品購入計画書 

(6) 施設改修の見積書 

(7) 初度備品の見積書および備品のカタログ等の写し 

(8) 建物の賃貸借契約書の写し 

(9) その他市長が必要と認める書類 

（状況報告および調査） 

第６条 補助事業者等は、補助事業等の実施に際し、工事進捗状況を報告するものとす

る。 

２ 市長は、必要に応じて補助事業等の遂行状況を調査することができるものとする。 

（実績報告書の添付書類） 

第７条 補助金規則第１３条の補助事業等実績報告書に添付する書類は、次に掲げるも

のとする。 

(1) 草津市施設整備事業報告書（別記様式第２号） 

(2) 完了報告書（別記様式第３号） 

(3) 整備完了写真（全ての箇所の写真を添付のこと。） 

(4) 領収書の写し 

(5) 整備する施設に係る建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７条第５項の



検査済証の写し（整備する施設が新築される場合に限る。） 

(6) 整備する施設に係る建築基準法第８７条第１項において読み替えて準用する同

法第７条第１項の規定による工事完了の届出をしたことを証する書類の写し（整備

する施設が用途の変更を伴う場合に限る。） 

(7) 消防設備等の設置について、消防法（昭和２３年法律第１８６号）第８条２の

３第２項の検査および同法第１７条の３の２の検査を受けたことを証する書類の

写し 

(8) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の補助事業等実績報告書の提出期限は、補助事業を完了した日から起算して３

０日を超えない日または当該補助金の交付に係る年度の末日のいずれか早い日まで

とする。 

（関係書類の保管等） 

第８条 補助事業者等は、この要綱に基づく補助金の執行に係る見積書、契約書、領収

書等の関係書類を、事業実施年度の翌年から５年間保管し、市長から提出要請があっ

た場合は、ただちに提出しなければならない。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別

に定める。 

付 則 

この要綱は、平成２６年１２月２６日から施行する。 

付 則（平成２８年５月６日告示第１５１号） 

この要綱は、平成２８年５月６日から施行し、改正後の草津市民設児童育成クラブ施

設整備事業費補助金交付要綱は平成２８年度以後に実施される補助金の交付対象とな

る事業に適用する。 

付 則（平成３０年１１月１５日告示第３９８号） 

この要綱は、平成３０年１１月１５日から施行し、改正後の草津市民設児童育成クラ

ブ施設整備事業費補助金交付要綱は平成３０年度以後に実施される補助金の交付対象

となる事業に適用する。 

付 則（令和４年９月２２日告示第２６７号） 



この要綱は、令和４年９月２２日から施行し、改正後の草津市民設児童育成クラブ施

設整備事業費補助金交付要綱は令和４年度以後に実施される補助金の交付対象となる

事業に適用する。 

別表（第３条第１項関係） 

補助対象事業 補助対象経費 補助率 補助基準額 

施設整備事業 新たに児童育成クラブ保育事業を

実施するために必要な施設の整備

および修繕ならびに既存施設の改

修に要する経費 

２分の１ (1) 定員が４０人まで 

４，０００，０００円 

(2) 定員が８０人まで 

８，０００，０００円 

備品購入事業 新たに児童育成クラブ保育事業を

実施するために必要な初度備品の

購入ならびに既存施設の改修に伴

う必要な備品の購入に要する経費 

２分の１ (1) 定員が４０人まで 

１，０００，０００円 

(2) 定員が８０人まで 

２，０００，０００円 

備考 既存施設の改修および当該改修に伴う必要な備品の購入に対する補助基準額

は、改修前の定員数と改修後の定員数との差を定員として補助基準額を算出する。 



 



 



 



 



 



 



 



別記様式第１号（第５条第１号関係） 

別記様式第２号（第７条第１項第１号関係） 

様式第３号（第７条第１項第２号関係） 

 


